
平成 24年 2月 29日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 加賀市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：加賀市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

 「市民後見人養成講座」 

 

（研修対象者） 

 ・市内在住で、研修終了後市民後見人や成年後見制度について地域の支援

者として活動してくれる者または福祉事業従事者。 

 

（研修カリキュラム等）・（講師） 

 ・前回更新時に添付。 

 

（受講希望者と修了者について） 

 ・前期後期を通じて１８名の受講申し込みがあり、１４名が修了する。 

 

（今後の活動について） 

 ・勉強会の開催し、定期的な学習機会を作っていく。 

 ・市民後見人として活動できるまでの間、支援員等として主に日常的なお

金の管理や見守り、傾聴等の支援に参加してもらう。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

２３年 ７月 研修カリキュラムの策定 

    ８月 講座受講生募集 

 ９～１０月 前期講座の実施  カリキュラム参照 

１２月 後期講座の実施 

２４年 １月 法定後見申立て体験活動・課題の提出 

    ２月 修了式・意見交換会の開催 

 

備      考 

 

 

 

 

 

別添 



平成 24年 2月 29日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 加賀市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 加賀市社会福祉協議会 

委託内容： 実態把握と市民後見人バックアップ体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成年後見制度に関する相談会等を通じての実態把握】 

（講演会の開催） 

「権利擁護と成年後見」 

 参加者：２９名 

（相談会の開催） 

 相談者：３名（ケアマネージャー） 

 相談件数：５件 

 

【成年後見センター（仮）設置検討委員会】 

市民後見人養成講座修了者を対象に市社協へ登録していただき、市民後見活動の

相談・助言を行う。地域住民による家族・親族申立ての相談・情報提供、支援活動

への参加や市社協が法人後見を行った場合の支援員としての活動等を検討し、修了

者が安心して後見活動を行うことができるシステム構築を目指す。 

（構成メンバー） 

司法書士、社会福祉士、南加賀認知症疾患医療センター（病院関係）、精神保健福

祉士、施設管理者、家族会代表、市行政担当者（高齢、障害、消費者問題）、市社協 

（検討内容） 

 ・センターの効果的な運用について協議 

 ・困難事例等のバックアップ体制 

 ・市民後見人の支援方策 など 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

２３年１０月 講演会・相談会の開催 

１１月 第１回検討委員会開催 

１２月 第２回検討委員会開催 

２４年 ２月 第３回検討委員会の開催 

    ３月 検討結果のとりまとめ 

 

 

備      考 

 

 

 

 

 

別添 



平成 24年 2月 29日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 加賀市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：加賀市社会福祉協議会 

委託内容：困難事例検討委員会の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【困難事例検討委員会設置検討委員会】 

 各専門職との連携・指導監督を目的で設置し、困難ケースに対応するため 

の支援体制をつくる。 

（構成メンバー） 

 司法書士、社会福祉士、南加賀認知症疾患医療センター（病院関係）、

精神保健福祉士、施設管理者 

施設管理者、行政担当者 

 

 

【地域住民のよる後見活動協議会の開催】 

 昨年度市民後見人養成講座を修了した者と活動の環境整備に向けた協議

会を開催する。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

【困難事例検討委員会設置検討委員会】 

２３年１１月 第１回委員会開催 

１２月  第２回委員会開催 

２４年  ２月 第３回委員会開催・報告会 

【地域住民による後見活動協議会】 

２３年１１月 第１回活動協議会開催 

     １月 第２回活動協議会開催 

 

備      考 

 

 

 

 

 

別添 



平成 24年 2月 29日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 加賀市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：加賀市社会福祉協議会 

委託内容：先進地との協力体制をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北陸ブロック市民後見推進事業モデル地区連絡会の開催】 

 平成２３年度市民後見推進事業のモデル指定を受けている北陸３市の行

政、事業実施機関、関係団体・機関が会し、今年度の取り組み状況や事業内

容等について意見交換会と研修会を実施し、地域にあった特色ある取り組み

を検討する機会を作る。 

 （参加者） 

 行政（県・市）、事業実施機関、県社会福祉協議会など 

 （共 催） 

 財団法人民事法務協会 

 

【先進地の視察・協力体制の構築】 

先進地の北海道（南富良野町、本別町）、東京（品川区、財団法人民事法 

務協会）、熊本県（山鹿市）、大阪府（岸和田市）などの視察、意見交換会を

通じて、情報提供や助言などの協力体制を構築する。 

（参加者） 

センター設置検討委員会メンバー、市民後見人候補者、行政、市社会福祉

協議会 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

【連絡会】 

２４年 ３月 

【先進地視察・意見交換会】 

２３年１０月 熊本県・山鹿市 

   １２月 大阪府・岸和田市 

２４年 １月 北海道・南富良野町、本別町 

    ２月 東京都・品川区、財団法人民事法務協会（千代田区） 

 

備      考 

 

 

 

別添 


